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・

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業・小規模事業者は、物価高や米国関税による貿易環境の変化、過去

最高水準の最低賃金引上げ、人手不足等の課題に直面している。それらに対応

するためには、中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」を抜本的に強化し、持続的に

賃上げを実現していく必要がある。そのため、中小企業・小規模事業者の設備投

資等を通じた生産性向上を促進するとともに、生産性が高く一定規模の事業者を

ターゲットとした大胆な設備投資・付加価値創出を促すための切れ目のない支援を

行う。 加えて、事業環境の変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者に

対する総合的なソフト支援を実施する。

成果目標

各事業を通じて事業者の成長や生産性向上を促し、事業終了後の生産性、賃金

等の向上を目指す。

事業概要

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向

上を実現するため、以下の事業を実施。

（１）中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き

出すため、大胆な設備投資を支援。

（２）中小企業デジタル化・AI導入支援事業（デジタル化・AI導入補助金）

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイ

バーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援。

（３）小規模事業者持続的発展支援事業（小規模事業者持続化補助金）

小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援。

（４）事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

事業承継・Ｍ＆Ａに際し、設備投資やM&A前後（PMIを含む）での専門家活

用費用等を支援。 

（５）総合的なソフト支援パッケージ事業

賃上げや米国関税等の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する重点的

なハンズオン支援をはじめとした総合的なソフト支援を実施。

(独)中小企業
基盤整備機構

民間
団体等

国

交付金

（１）～（４）

中小企業生産性革命推進事業
令和７年度補正予算 3,400億円

（１）中小企業庁 経営支援部 経営支援課

（２）中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム

（３）中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 （４）中小企業庁 事業環境部 財務課

（５）中小企業庁 経営支援部 経営支援課、海外展開支援室、

事業環境部 財務課、長官官房 総務課

補助

（定額）

補助

（1/2等） 中小
企業等

（５）

(独)中小企業
基盤整備機構国

交付金
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「デジタル化・AI導入補助金」の概要（令和7年度補正）

• デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジ
タル化やＤＸ等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金。

• 令和7年度補正予算分からは、「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」と名称を変更。

2



3



出典： https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/example/
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事業の内容 事業スキーム

ものづくり商業サービス省力化・革新的開発・新事業・海外展開促進事業

2,960億円 （中小企業等事業再構築促進基金を活用 令和7年に再編）
中小企業庁 経営支援部

イノベーションチーム

事業目的
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、中小企業等の革新
的製品・サービス開発や海外を含む新市場への進出等に係る設備投資等を支援
するとともに、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。
これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげること
を目的とする。

事業概要

（１）新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異

なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓（輸出）に向けた国内

の輸出体制の強化に係る設備投資等を支援する。

（２）中小企業省力化投資補助金

①カタログ注文型

清掃ロボット、自動券売機、スチームコンベクションオーブン、無人搬送車等の人手

不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導

入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

②一般型

業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランス

フォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わ

せた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する。

補助

（1/2、2/3）独立行政法人
中小企業基盤整備機構

中小
企業等国

補助

（基金）

枠・類型 補助上限額 ※カッコ内は大幅賃上げを
行う場合

補助率

新事業
進出・も
のづくり
商業
サービス
補助金

革新的新
製品・サー
ビス枠

5人以下 750万円（850万円）
6～20人 1,000万円（1,250万円）
21～50人 1,500万円（2,500万円）
51人以上 2,500万円（3,500万円）

1/2、小規模・再生2/3
※最低賃金引上げ特例：
補助率を2/3に引上げ（小
規模・再生事業者は除
く。）

新事業進
出枠

20人以下 2,500万円（3,000万円）
21～50人 4,000万円（5,000万円）
51～100人 5,500万円（7,000万円）
101人以上 7,000万円（9,000万円）

1/2
※最低賃金引上げ特例：
補助率を2/3に引上げ

グローバル
枠

2/3

中小企
業省力
化投資
補助金

カタログ
注文型

5人以下 500万円（750万円）
6~20人 750万円（1000万円）
21人以上    1,000万円（1,500万円）

1/2

一般型 5人以下     750万円（1,000万円）
6～20人 1,500万円（2,000万円）
21～50人  3,000万円（4,000万円）
51～100人  5,000万円（6,500万円）
101人以上  8,000万円（1億円）

1/2、小規模・再生 2/3

※最低賃金引上げ特例：
補助率を2/3に引上げ（小
規模・再生事業者は除
く。）

枠・類型、補助上限額、補助率
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出典： https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/shoryokuka_catalog_case_studies_2512.pdf 8
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・

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業・小規模事業者は、物価高や米国関税による貿易環境の変化、過去

最高水準の最低賃金引上げ、人手不足等の課題に直面している。それらに対応

するためには、中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」を抜本的に強化し、持続的に

賃上げを実現していく必要がある。そのため、中小企業・小規模事業者の設備投

資等を通じた生産性向上を促進するとともに、生産性が高く一定規模の事業者を

ターゲットとした大胆な設備投資・付加価値創出を促すための切れ目のない支援を

行う。 加えて、事業環境の変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者に

対する総合的なソフト支援を実施する。

成果目標

各事業を通じて事業者の成長や生産性向上を促し、事業終了後の生産性、賃金

等の向上を目指す。

事業概要

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向

上を実現するため、以下の事業を実施。

（１）中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き

出すため、大胆な設備投資を支援。

（２）中小企業デジタル化・AI導入支援事業（デジタル化・AI導入補助金）

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイ

バーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援。

（３）小規模事業者持続的発展支援事業（小規模事業者持続化補助金）

小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援。

（４）事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

事業承継・Ｍ＆Ａに際し、設備投資やM&A前後（PMIを含む）での専門家活

用費用等を支援。 

（５）総合的なソフト支援パッケージ事業

賃上げや米国関税等の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する重点的

なハンズオン支援をはじめとした総合的なソフト支援を実施。

(独)中小企業
基盤整備機構

民間
団体等

国

交付金

（１）～（４）

中小企業生産性革命推進事業
令和７年度補正予算 3,400億円

（１）中小企業庁 経営支援部 経営支援課

（２）中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム

（３）中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 （４）中小企業庁 事業環境部 財務課

（５）中小企業庁 経営支援部 経営支援課、海外展開支援室、

事業環境部 財務課、長官官房 総務課

補助

（定額）

補助

（1/2等） 中小
企業等

（５）

(独)中小企業
基盤整備機構国

交付金
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中堅等大規模成長投資補助金（中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金）

令和７年度補正予算 4,121億円

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の

課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促

進することで、地方の持続的な賃上げを実現する。

成果目標・事業期間

事業概要

中堅・中小・スタートアップ企業の持続的な賃上げや事業成長等
を目的として以下の取り組みを行う。

①中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の
大規模成長投資補助金

人手不足に対応するための省力化等による労働生産性の抜本
的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠点新
設や大規模な設備投資に対して補助を行う。

新規公募分として基金2,000億円を措置し、100億宣言企業
向けに、うち1,000億円程度を確保。

②地域企業経営人材確保支援事業給付金

着実な事業成長等を実行可能な経営体制を整備するため、転
籍・兼業・副業・出向等により大企業から経営人材を受け入れた
場合に、給付金を支給する。

①大規模成長投資補助金：補助上限額50億円
※新規公募分：投資下限額20億円（100億宣言企業は15億円）

②地域企業経営人材確保支援事業給付金：
※転籍の場合：給付上限額 最大450万円（地域によって変動）
兼業・副業・出向の場合：給付上限額 200万円

①中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の
大規模成長投資補助金：

大規模投資を通じた労働生産性の抜本的向上と事業規模の
拡大により、対象事業に関わる従業員の1人当たり給与支給総
額の年平均上昇率が一定以上の伸び率を実現する。

②地域企業経営人材確保支援事業給付金：

当該事業により経営人材を確保した中堅・中小企業が、確保
前の想定を上回る企業成長を達成することを目指す。

経済産業政策局 地域経済産業政策課

民間
企業等

国
中堅・中小・
スタート
アップ企業

補助

（定額）

①補助

（1/3以下）

②給付金

民間
団体等

補助

（基金）
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事業の内容 事業スキーム

ものづくり商業サービス省力化・革新的開発・新事業・海外展開促進事業

2,960億円 （中小企業等事業再構築促進基金を活用 令和7年に再編）
中小企業庁 経営支援部

イノベーションチーム

事業目的
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、中小企業等の革新
的製品・サービス開発や海外を含む新市場への進出等に係る設備投資等を支援
するとともに、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。
これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげること
を目的とする。

事業概要

（１）新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異

なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓（輸出）に向けた国内

の輸出体制の強化に係る設備投資等を支援する。

（２）中小企業省力化投資補助金

①カタログ注文型

清掃ロボット、自動券売機、スチームコンベクションオーブン、無人搬送車等の人手

不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導

入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

②一般型

業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランス

フォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わ

せた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する。

補助

（1/2、2/3）独立行政法人
中小企業基盤整備機構

中小
企業等国

補助

（基金）

枠・類型 補助上限額 ※カッコ内は大幅賃上げを
行う場合

補助率

新事業
進出・も
のづくり
商業
サービス
補助金

革新的新
製品・サー
ビス枠

5人以下 750万円（850万円）
6～20人 1,000万円（1,250万円）
21～50人 1,500万円（2,500万円）
51人以上 2,500万円（3,500万円）

1/2、小規模・再生2/3
※最低賃金引上げ特例：
補助率を2/3に引上げ（小
規模・再生事業者は除
く。）

新事業進
出枠

20人以下 2,500万円（3,000万円）
21～50人 4,000万円（5,000万円）
51～100人 5,500万円（7,000万円）
101人以上 7,000万円（9,000万円）

1/2
※最低賃金引上げ特例：
補助率を2/3に引上げ

グローバル
枠

2/3

中小企
業省力
化投資
補助金

カタログ
注文型

5人以下 500万円（750万円）
6~20人 750万円（1000万円）
21人以上    1,000万円（1,500万円）

1/2

一般型 5人以下     750万円（1,000万円）
6～20人 1,500万円（2,000万円）
21～50人  3,000万円（4,000万円）
51～100人  5,000万円（6,500万円）
101人以上  8,000万円（1億円）

1/2、小規模・再生 2/3

※最低賃金引上げ特例：
補助率を2/3に引上げ（小
規模・再生事業者は除
く。）

枠・類型、補助上限額、補助率
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出典：https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/service_industry/sesaku_mono.html 18
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・

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業・小規模事業者は、物価高や米国関税による貿易環境の変化、過去

最高水準の最低賃金引上げ、人手不足等の課題に直面している。それらに対応

するためには、中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」を抜本的に強化し、持続的に

賃上げを実現していく必要がある。そのため、中小企業・小規模事業者の設備投

資等を通じた生産性向上を促進するとともに、生産性が高く一定規模の事業者を

ターゲットとした大胆な設備投資・付加価値創出を促すための切れ目のない支援を

行う。 加えて、事業環境の変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者に

対する総合的なソフト支援を実施する。

成果目標

各事業を通じて事業者の成長や生産性向上を促し、事業終了後の生産性、賃金

等の向上を目指す。

事業概要

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向

上を実現するため、以下の事業を実施。

（１）中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き

出すため、大胆な設備投資を支援。

（２）中小企業デジタル化・AI導入支援事業（デジタル化・AI導入補助金）

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイ

バーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援。

（３）小規模事業者持続的発展支援事業（小規模事業者持続化補助金）

小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援。

（４）事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

事業承継・Ｍ＆Ａに際し、設備投資やM&A前後（PMIを含む）での専門家活

用費用等を支援。 

（５）総合的なソフト支援パッケージ事業

賃上げや米国関税等の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する重点的

なハンズオン支援をはじめとした総合的なソフト支援を実施。

(独)中小企業
基盤整備機構

民間
団体等

国

交付金

（１）～（４）

中小企業生産性革命推進事業
令和７年度補正予算 3,400億円

（１）中小企業庁 経営支援部 経営支援課

（２）中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム

（３）中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 （４）中小企業庁 事業環境部 財務課

（５）中小企業庁 経営支援部 経営支援課、海外展開支援室、

事業環境部 財務課、長官官房 総務課

補助

（定額）

補助

（1/2等） 中小
企業等

（５）

(独)中小企業
基盤整備機構国

交付金
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・

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業・小規模事業者は、物価高や米国関税による貿易環境の変化、過去

最高水準の最低賃金引上げ、人手不足等の課題に直面している。それらに対応

するためには、中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」を抜本的に強化し、持続的に

賃上げを実現していく必要がある。そのため、中小企業・小規模事業者の設備投

資等を通じた生産性向上を促進するとともに、生産性が高く一定規模の事業者を

ターゲットとした大胆な設備投資・付加価値創出を促すための切れ目のない支援を

行う。 加えて、事業環境の変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者に

対する総合的なソフト支援を実施する。

成果目標

各事業を通じて事業者の成長や生産性向上を促し、事業終了後の生産性、賃金

等の向上を目指す。

事業概要

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向

上を実現するため、以下の事業を実施。

（１）中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き

出すため、大胆な設備投資を支援。

（２）中小企業デジタル化・AI導入支援事業（デジタル化・AI導入補助金）

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイ

バーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援。

（３）小規模事業者持続的発展支援事業（小規模事業者持続化補助金）

小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援。

（４）事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

事業承継・Ｍ＆Ａに際し、設備投資やM&A前後（PMIを含む）での専門家活

用費用等を支援。 

（５）総合的なソフト支援パッケージ事業

賃上げや米国関税等の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する重点的

なハンズオン支援をはじめとした総合的なソフト支援を実施。

(独)中小企業
基盤整備機構

民間
団体等

国

交付金

（１）～（４）

中小企業生産性革命推進事業
令和７年度補正予算額 3,400億円

（１）中小企業庁 経営支援部 経営支援課

（２）中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム

（３）中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 （４）中小企業庁 事業環境部 財務課

（５）中小企業庁 経営支援部 経営支援課、海外展開支援室、

事業環境部 財務課、長官官房 総務課

補助

（定額）

補助

（1/2等） 中小
企業等

（５）

(独)中小企業
基盤整備機構国

交付金
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⚫ ①事業承継前の設備投資、②M&A時の専門家活用、③M&A後のPMIの実施、④廃業・再チャレンジの取組を支援。

承継前の設備投資等にかかる費用を補助

①事業承継促進枠 ②専門家活用枠

後継者先代経営者

５年以内に予定している
親族内承継、従業員承継等が対象

M＆Aにかかる専門家費用を補助

③ＰＭＩ推進枠 ④廃業・再チャレンジ枠

M&Aが対象

譲り渡し 譲り受け

Ｍ＆Ａ後のＰＭＩにかかる専門家費用
や設備投資を補助

M&Aが対象

譲り渡し 譲り受け

承継時に伴う廃業にかかる費用を補助

廃業後の再チャレンジが対象
廃業 新規事業

補助率 ：1/2、2/3
補助上限：800-１,000万円

【対象経費の例】
⚫ 店舗改装工事費用
⚫ 機械装置の調達費用

■買い手支援類型
補助率 ：1/3・1/2、2/3
補助上限：600万円-800万円、

2,000万円※

※：100億企業要件を満たす場合

■売り手支援類型
補助率 ：1/2、2/3
補助上限：600万円-800万円

■小規模売り手支援類型
補助率 ：2/3
補助上限：450万円

【対象経費の例】
⚫ M&A仲介業者やFAへの手数料等
⚫ デューデリジェンスに係る専門家費用

■ＰＭＩ専門家活用類型
補助率 ：1/2
補助上限：150万円

■事業統合投資類型
補助率 ：1/2、2/3※

補助上限：800-1,000万円
※：中小企業者等のうち、小規模事業者

に該当する場合

【対象経費の例】
⚫ PMI専門家への委託費用
⚫ 設備の規格統一など、事業統合に係る
設備投資費用

補助率 ：1/2、2/3
補助上限：300万円

【対象経費の例】
⚫ 廃業支援費、在庫処分費、解体費、
現状回復費、土壌汚染調査費

事業譲渡に伴う廃業が対象

廃業 一部譲り受け

譲り渡し 譲り受け

M&Aが対象

■ＰＭＩ専門家活用類型

■事業統合投資類型

■買い手支援類型■売り手支援類型

令和７年度補正

事業承継・Ｍ＆Ａ補助金の概要

※赤字は令和７年度補正予算にて拡充予定。
※公募回によっては、各枠の内容を変更する場合がありますので、必ず公募要領をご確認ください。なお、専門家活用枠の小規模売り手類型は１５次公募以降での実施を予定しています。
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事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業が下請け構造から脱却し成長を実現するためには、も

のづくり基盤技術及びサービスモデルの高度化を図ることが重要。

中小企業による持続的な成長のため、研究開発及びその成果の

事業化を支援するとともに、中小企業が自立的にイノベーションを

創出していくためのエコシステムの形成を図ることを目的とする。

成果目標・事業期間

○短期的には、事業終了時点での以下の達成を目指す。
・個々のプロジェクトの研究開発達成度50%超

○最終的には、事業終了後５年経過時点で以下の達成を目
指す。
・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が7.5%以上向上
・補助事業の総売上累計額が総予算投入額の150%

事業概要

中小企業が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究

開発、試作品開発等に係る取組を最大３年間支援する。加えて、

採択された事業者を対象に、研究開発成果の販路開拓等につい

ても支援する（旧戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（サ

ポイン事業及びサビサポ事業））。

また、中小企業によるイノベーション創出を強力に支援する活動を

普及・拡大するための実証事業を行う。

成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）
令和８年度予算（案） 122億円（123億円）

中小企業庁 経営支援部

イノベーションチーム

国

補助
(原則2/3以内)

委託 共同体
（中小企業者等を
中心とした２者以上）

・民間団体等

事業管理機関
（中小企業者等、
大学・公設試等）

中小企業者等

大学・公設試等

アドバイザー

＜共同体イメージ＞

〇補助事業期間：２～３年
〇補助上限額：（通常枠）単年4,500万円、３年間9,750万円

  （大型研究開発枠）単年１億円、３年間３億円
〇補助率：（中小企業者等）原則2/3以内（大学・公設試等）定額

※課税所得15億円超の中小企業者等は1/2以内

○委託：補助事業に係る評価・分析、販路開拓支援等

※事業の内容は、令和８年度当初予算案に基づくものであり、当該予算案の成⽴が前提です。
今後の国会審議次第では事業内容等が変更される可能性がございます。
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申請類型及び補助金額・補助事業期間等

通常枠 大型研究開発枠※R8年度公募より新設

概要
中小企業者等が大学・公設試等と連携し、
高度化指針を踏まえて行う研究開発を支
援する枠

研究開発に意欲的であり、かつ、大型研究開発
投資に対して一定の見通しが⽴っている中小企
業者等が大学・公設試等と連携し、高度化指針
を踏まえて行う研究開発等を支援する枠

補助金額
（上限額）

共同体全体で

単年度あたり ４，５００万円以下

2年度合計で ７，５００万円以下

3年度合計で ９，７５０万円以下
（中小企業者等が受け取る補助金額が補
助金総額の２／３以上であること）

共同体全体で

単年度あたり １億円以下

2年度合計で  ２億円以下

3年度合計で  ３億円以下
（中小企業者等が受け取る補助金額が補助金総
額の２／３以上であること）

補助率

①中小企業者等・・・２／３以内
※課税所得１５億円以上等の中小企業者等又は中小企業者等の定義に該当するNPO 法人は
１／２以内

②Ａ機関及びＢ機関・・・定額
※A機関及びB機関の定義については、公募要領をご確認ください。

補助事業期間 ２年度又は３年度

※事業の内容は、令和８年度当初予算案に基づくものであり、当該予算案の成⽴が前提です。
今後の国会審議次第では事業内容等が変更される可能性がございます。 27



共同体イメージ

国
（経済産業局）

事業管理機関
（●●振興センター）

従たる研究機関
（●●大学）

主たる研究機関
（中小企業者等）

従たる研究機関
（公設試験場）

アドバイザー
（川下企業）

アドバイザー
（有識者）

補助
補助

助言

助言

共同体

※中小企業が自ら
担うことも可能

間接補助事業者補助事業者

研究等実施機関

※事業の内容は、令和８年度当初予算案に基づくものであり、当該予算案の成⽴が前提です。
今後の国会審議次第では事業内容等が変更される可能性がございます。 28



（参考）その他経済産業省関連施策について

関東経済産業局では、経済産業省関連施策（令和7年度補正予算・令和8年度当
初予算案等）のうち、主に中堅・中小事業者の皆様が幅広く御利用いただける
支援策について、資料を作成・公開しています。

URL：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/setsumei_index.html

29

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/setsumei_index.html


経済産業省 関東経済産業局 
産業部 流通・サービス産業課 課長 北城

  担当  植松・坂田・安田
◆ 住所   〒330-9751 埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１号
◆ TEL 048-600-0345
◆E-mail   bzl-kanto-service@meti.go.jp

関東経済産業局では、
地域のサービス事業者の稼ぐ力の向上を支援するネットワーク
「SISC(ｼｽｸ) Kanto」（Service Industry Support Consortium in Kanto）を
新たに⽴ち上げ、ポータルサイトを作成しました。
こちらも、あわせて御活用ください。
URL:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html

コンタクト先

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html
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